
多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和８年３月３０日
[bookmark: _GoBack]要綱第２０号
（趣旨）
第１条　この要綱は、飼い主のいない猫の増加を抑制し、地域の生活環境の保全を図るため、令和８年度及び令和９年度の２か年を「飼い主のいない猫の繁殖抑制集中対策期間」として、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせた者に対して、予算の範囲内において交付する多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　飼い主のいない猫　町内に生息し、所有者又は管理者がいない猫をいう。
（２）　不妊去勢手術　獣医師が行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の摘出手術又は精巣の摘出手術（獣医師が当該手術の実施のために必要と認めた処置を含む。）をいう。
（３）　耳先Ｖ字カット　不妊去勢手術済みであることを識別できるように、獣医師が行う片方の耳の先端を切除する処置をいう。
（補助事業等）
第３条　補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、飼い主のいない猫に不妊去勢手術及び耳先Ｖ字カットを受けさせる事業とする。
２　補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人、町内に所在する自治会等の団体その他町長が適当と認める者とする。ただし、申請時に本町の町税の滞納がある者（法人格のない団体はその代表者）は、補助金の交付対象としない。
３　多度津町地域猫活動支援助成金交付事業実施要綱（平成２８年多度津町要綱第５号。以下「地域猫活動実施要綱」という。）第１条に定める地域猫活動グループは、地域猫活動実施要綱第７条第１号に定める助成限度額で不妊去勢手術を賄うことができない場合に限り、補助金の交付対象とする。
４　補助事業後は、原則として不妊去勢手術を受けた猫を保護した生息地域に戻すものとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び申請者と世帯を同じくする者以外で、不妊去勢手術を契機に当該猫を所有し、適正に飼養しようとする者がいる場合は、この限りでない。
（補助金の額等）
第４条　補助金の額は、補助事業に要した経費とし、１頭につき１万円を上限とする。ただし、対象となる猫の不妊去勢手術費が１万円を下回る場合は、当該不妊去勢手術費の額とする。
２　補助金の交付は、同一年度において個人の場合は１世帯につき５頭まで、団体の場合は１団体につき１０頭までとする。
（補助金の交付申請）
第５条　申請者は、補助事業を実施する前に、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
（１）　誓約書（様式第２号）
（２）　不妊去勢手術を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
（３）　不妊去勢手術を受けさせる猫の生息する地域を示した地図
（４）　その他町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第６条　町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（補助事業の変更等）
第７条　前条の規定による交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更（中止）承認申請書（様式第４号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
２　町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更（中止）承認（不承認）決定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。
（補助事業の実施）
第８条　補助事業者は、交付決定の日から起算して６０日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日（閉庁日の場合は、直前の開庁日）までに補助事業を実施しなければならない。
（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業を完了したときは、完了の日から起算して
３０日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日（閉庁日の場合は、直前の開庁日）までに、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
（１）　不妊去勢手術に要した費用及び手術日が記載された領収書（原本）
（２）　不妊去勢手術を受けた猫の全身及び耳先Ｖ字カットが確認できる　　写真
（３）　その他町長が必要と認める書類
（額の確定）
第１０条　町長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１１条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
（交付決定の取消し）
第１２条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
　（１）　補助事業者が第８条に定める期限までに補助事業を完了しないとき。
（２）　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（３）　この要綱に定める事項に違反したとき。
（４）　前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
（補助金の返還）
第１３条　町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
（その他）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第
１２条及び第１３条の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
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様式第１号（第５条関係）
年　　月　　日
多度津町長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書

　多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。

記
１　補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　円
２　手術を受けさせる猫
	性　別
	
	

	毛　色
	
	

	その他の特徴
	
	

	生息場所
	多度津町（大字）　　　　付近
	多度津町（大字）　　　　付近

	飼い主のいない猫とする根拠
（あてはまる項目に☑をつけてください）
	· 首輪がない
· 見かけてから１か月以上経過し、常に住みついている。
· 生まれたときから知っている
· その他（　　　　　　　）
	· 首輪がない
· 見かけてから１か月以上経過し、常に住みついている。
· 生まれたときから知っている
· その他（　　　　　　　） 

	手術予定病院
	
	

	手術費用見込額
	円
	円


３　添付書類
（1） 誓約書（様式第２号）
（2） 不妊去勢手術を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
（3） 不妊去勢手術を受けさせる猫の生息する地域を示した地図
（4） その他町長が必要と認める書類

様式第２号（第５条関係）
年　　月　　日
多度津町長　殿
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

誓約書

　多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第５条の規定により、補助金の交付を申請するに当たり、下記のとおり誓約します。

記

１　手術する猫は、多度津町内に生息する飼い主のいない猫です。
２　手術する猫は、申請者の責任で捕獲し、動物病院へ持ち込みます。
３　手術する猫に対して、手術済みであることがわかるように片方の耳先にＶ字
カットを施します。
４　動物病院の獣医師が手術済みであると認める場合や、その他の理由により手術を行わないこととした場合は、獣医師の決定に従い、要した費用については、申請者が全額を負担します。
５　手術の実施及び実施後に、住民等のトラブルや問題が生じた場合は、申請者の責任において誠意をもって対応し、問題解決に努めます。
６　手術等を実施した猫は、元の場所へ戻し、又は適正な飼養ができる者に譲渡し、申請者自身又は申請者と世帯を同じくする者で飼うことはしません。
７　町税の納付状況や、申請又は請求内容の確認を行う目的で、町が関係機関等に対して調査・照会等を実施することに同意します。

様式第３号（第６条関係）
第　　号
年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多度津町長

多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付（不交付）決定通知書

　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金について、下記のとおり決定したので、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第６条の規定により通知します。

記

１　交付する

　　　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　円

２　交付しない

　　　（理由）







様式第４号（第７条関係）
年　　　月　　　日
多度津町長　殿

住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更（中止）承認申請書

　　年　　　月　　　日付け　　　第　　　号により交付決定を受けた多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金について、下記のとおり変更（中止）したいので、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、申請します。

記

１　区分　　　　　　　　変更　　・　　中止

２　内容及び理由








様式第５号（第７条関係）
第　　号
年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多度津町長

多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更（中止）承認（不承認）決定通知書

　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金に係る変更（中止）について、下記のとおり承認（不承認）することに決定しましたので、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。

記

１　変更（中止）の内容

２　変更（中止）後の補助金の額
　　　既交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　変更（中止）承認申請額　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　増減額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　変更（中止）後の補助金交付決定額　　　　　　　　　　円

３　不承認とした理由

４　その他

様式第６号（第９条関係）
年　　　月　　　日
多度津町長　殿
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金実績報告書

　　年　　　月　　　日付け　　　第　　　号により交付決定を受けた多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金について、手術が完了したので、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円

２　手術が完了した猫
	性　　別
	
	

	毛　　色
	
	

	その他の特徴
	
	

	生息場所
	多度津町（大字）　　　　付近
	多度津町（大字）　　　　付近

	手術年月日
	年　　　月　　　日
	年　　　月　　　日

	手術実施病院
	
	

	手術に要した額
	円
	円



３　添付書類
（1） 不妊去勢手術に要した費用及び手術年月日が記載された領収書（原本）
（2） 不妊去勢手術を受けた猫の全身及び耳先Ｖ字カットが確認できる写真
（3） その他町長が必要と認める書類
様式第７号（第１０条関係）
第　　　号
年　　　月　　　日
　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多度津町長

多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金確定通知書


　　　　　年　　　月　　　日付けで実績報告のあった多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金について、下記のとおり額を確定したので、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第１０条の規定により、通知します。

記

１　補助金の交付確定額　　　　　　　　　　　　　　円











様式第８号（第１１条関係）
年　　　月　　　日
多度津町長　殿
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付請求書

　　　　　年　　　月　　　日付け　　　第　　　号により補助金確定通知を受けた多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金について、多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、下記のとおり請求します。

記
１　補助金請求額　　　　金　　　　　　　　　　　　円
　　　
２　補助金振込先
	金融機関名
	銀行
信用金庫
農業協同組合
（　　　　　）
	本店
支店
出張所
（ 　　）

	口座種別
	普通　　・　　当座　

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


※申請者本人の口座に限ります。

	発行責任者
	

	担当者
	

	連絡先
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